
自殺対策基本計画の延伸について 

 

＜守山市自殺対策基本計画＞ 

国の「自殺総合対策大綱」は令和８年までの数値目標に設定されていること、また国・県の動

向に基づき、多くの健康に関する計画が令和５年度までであることから、市の「守山市自殺対策

基本計画」を１年延伸し令和５年度までとする。 

 

＜国の動向＞ 

・健康日本２１が医療費適正化計画などと期間を一致させるため、１年延伸が決定。 

・歯科口腔保推進に関する基本的事項も同様に１年延伸され、計画最終年度は令和５年度。 

・自殺総合対策大綱は、令和８年までの数値目標を設定。 

 

＜県の動向＞ 

・県は、国の動向に基づき、多くの健康に関する計画が令和５年度まで。 

 

＜本市の方向性＞ 

・国・県の動向に基づき、健康もりやま２１/食育推進計画/生涯歯科保健計画/自殺対策基本計

画は、令和４年度までであるが、以下の理由に基づき、計画期間を１年間延伸し、令和５年度

までとする。 

①国・県と整合性が図られた計画とするため 

②With コロナ/After コロナにより新しい生活様式が求められ、生活スタイルの転換期である 

なか、これらに対応した計画とするため 
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＜全体＞ 
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